
Tokyo Luxury Authority 会則 

 

  

本会則は、公益財団法人東京観光財団（TCVB）（以下「TCVB」という。）が運営する Tokyo  

Luxury Authority（TLA）（以下「本会」という。）への加盟に関し、適用するものとする。  

  

第 1 条（目的）  

本会は、ラグジュアリートラベル向けの宿泊施設、観光コンテンツの提供やアレンジをする

都内事業者を対象として、相互の情報交換やビジネスマッチングを行うプラットフォームで

あり、セミナー、会員専用ウェブサイト、その他第 7 条に定める本会の存続期間中に TCVB

が提案する以下のような企画を、第 4 条で規定する会員に対して提供することを目的とする。  

①加盟メンバー間のネットワーキングやビジネスマッチングの機会提供 

②ラグジュアリートラベル市場の最新動向やトレンド等の情報発信 

③プロモーション支援 

 

第 2 条（体制）  

1.TCVB は、本会の事務局（以下「本事務局」という。）を設置し、本会の企画・運営を行う。

なお、TCVB は、その裁量により、予め本会の会員に通知して、活動計画を調整することが

できるものとする。  

2.TCVB は、審査委員会を設置し、本会への加盟申込の審査を行う。 

  

第 3 条（審査委員会及び加盟審査）  

1. 審査委員会の委員は５名で構成するものとし、TCVB 観光事業部から１名、観光事業の有

識者及び、加盟申込書に記載の事業内容に関連する TLA 会員、また TCVB が進める高付加

価値旅行者向けプロモーションに参画している有識者(以下「アドバイザー」という。)から

4 名を選出して任命する。 

2. 委員⾧は、TLA 運営主体である東京観光財団からの任命とする。 

3.審査委員会の委員は事務局が選定するものとする。 

4.審査委員会は、別に定める Tokyo Luxury Authority 加盟審査実施要領に基づいて、加盟審

査を実施する。 

5.審査委員会の開催は、三ヶ月に一回程度とする。 

6.審査の結果は、審査委員会が、本事務局を介して申込者に通知する。 

 

第 4 条（会員） 

1.本会の会員は、本会則を承認の上、所定の様式により加盟の申込をし、審査委員会によっ

て加盟審査を通過した法人、団体又は個人事業主（以下「法人等」という。）とする。  



2. 会員種別は、次の各号のとおりとする。  

(1)宿泊施設会員：ラグジュアリートラベル向けの宿泊施設を運営、または宿泊を事業とする

法人等。  

(2)DMC 会員：ラグジュアリートラベル向けのサービスや商品を含めた旅行のアレンジ等を

事業とする法人等。  

(3)その他会員：ラグジュアリートラベル向けのサービスや商品といったコンテンツの企画や

販売、紹介等を事業とする法人等。  

3.当会への加盟資格は、次のとおりとする。「事業所等」とは、事業所、宿泊施設、店舗又は

事務所等をいい、所有して使用している場合だけでなく、賃貸している場合も含むものとす

る。 

 法人・団体 個人事業主 

(1)宿泊施設会員 東京都内に事業所等(申請者の施設を含む)が所在していること 

(2)DMC 会員 当該法人が、東京都内に住所（登

記上の本店所在地）を有してい

ること 

当該個人事業主が、東京都内に

住所を有していること 

加盟申込の直近事業年度において、東京都内の法人３社以上と取引

（送客）実績があること 

(3)その他会員 当該法人が、東京都内に住所（登

記上の本店所在地）を有してい

ること 

当該個人事業主が、東京都内に

住所を有していること 

東京都内に事業所等を有していること 

なお、 (3)その他会員に属する法人等のうち上記に相当しない場合は、事務局が企業及び事

業内容に応じて加盟資格の有無を判断できるものとする。 

4.会員の子会社や、関連会社に属する法人等は、本会への加盟を保証されるものではないも

のとする。 

5.会員は、加盟申込書記載の届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更内容を本事務局に

通知するものとする。  

6.TCVB 並びに会員は、会員について、本会に加盟している事実を公開することができるも

のとする。  

  

第 5 条（会員に対する支援内容）  

1.会員は、本事務局が開催するセミナー等に参加することができる。  

2.会員は、本事務局が発信する情報の提供を受けることができる。  



3.会員は、本会への加盟審査を通過し加盟が承認された後、本事務局より本会専用ウェブサ

イトにアクセスするためのユーザーID、パスワードの交付を受け、これを利用することがで

きる。会員は、自らの ID およびパスワードの管理責任を負い、これを第三者に譲渡、貸与、

開示してはならないものとする。  

万が一、ID およびパスワードの紛失、盗難あるいは不正使用等が判明した場合は、直ちに本

事務局に届け出て、その指示に従うものとする。  

4.会員は、TCVB が実施するラグジュアリートラベル市場向けの海外プロモーションに優先

的に参加することができる。  

  

第 6 条（会費）  

会費は無料とする。  

  

第 7 条（本会の存続期間）  

1.本会は、2019 年 7 月 1 日より成立し、本事務局が本会終了の 2 ヶ月前までに本会の終了を

通知した場合を除き、存続するものとする。  

2.TCVB は、TCVB の責に帰さない事由により本会の運営が事実上困難になった場合、会員

に通知することをもって、本会を終了することができるものとする。  

  

第 8 条（著作権）  

1.TCVB が本会の運営を行うにあたり新たに作成した著作物（以下「TCVB の著作物」とい

う。）の著作権は TCVB に帰属するが、TCVB は、会員による使用を許諾するものとする。

ただし、会員が TCVB の著作物を公表、上映、展示、貸与、および公衆送信をする場合は、

事前に TCVB の承諾を得るものとする。  

2.会員が、本会に登録後の活動において新たに作成した著作物（以下「会員著作物」という。）

については、当該会員に帰属するが、当該会員が許諾する範囲内において TCVB および他の

会員はこれを利用することができるものとする。  

3. TCVB および会員が共同で本会に登録後の活動において新たに作成した著作物の著作権

は TCVB に帰属するが、TCVB は会員による使用を許諾するものとする。会員間で共同で作

成した著作物の著作権は当該創作者間での共有とするが、当該創作者が許諾する範囲内にお

いて、TCVB および他の会員はこれを利用することができるものとする。  

4.上記 1 から 3 項全てで定める著作物に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物の

作成者は、TCVB および他の会員による使用に支障がないよう必要な措置を取るものとする。  

  

第 9 条（知的財産権等）  

1.本会の運営に際して新たに生じた発明、考案、意匠、アイディア、ノウハウ等（以下「発明

等」という。）に係る権利（これらを受ける権利を含み、著作権は除く。以下「知的財産権等」



という。）の取扱は、次に定めるとおりとする。 

(1)発明等に係る知的財産権等は、原則として当該発明等を創作した者に帰属する。他の会員

が当該知的財産権の利用を求めた場合、利用の許諾実施料及び利用実施の方法等については

当事者間で協議して定めるものとする。  

(2)発明等が共同の創作にかかる場合は創作者間での共有とし、特段の合意がない限りその持

分は均等とする。出願費用は共有者の各持分に応じ負担するものとし、その他手続について

はその都度共有者間で協議して定めるものとする。また、知的財産権等につき第三者に対し

実施権を許諾し、持分を譲渡しもしくは質権等を設定しようとするときは、その都度他の共

有者の書面による事前の承諾を得なければならないものとする。  

2.会員は、本会またはこれに類する商標を出願することはできないものとする。  

  

第 10 条（秘密及び個人情報の保護義務） 

1.「秘密情報」とは、本会を通じて TCVB または会員（以下「開示者」という。）から他の当

事者（以下「被開示者」という。）に対して、秘密と指定の上開示される一切の情報をいう。 

2.前項の秘密情報には次の各号の一に該当するものを含まないものとする。 

(1)開示されたとき既に公知であったもの。 

(2)開示後被開示者の責に帰せざる事由により公知になったことを証明したもの。 

(3)開示されたときに被開示者が既に知っていたことを証明したもの（被開示者が独自に開発

したもの、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの等）。 

(4)開示後、被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明し

たもの。 

3.被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示または漏えい

しないものとする。ただし、法令、規則、裁判所の決定・命令および正当な権限を有する公

的機関の命令等に基づき、開示を要求された場合にはこの限りでない。この場合において、

非開示者は、開示にあたり、事前に開示者への通知を要する。 

4. TCVB および会員は、相手方の保有する個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人

情報の保護に関する法律」（平成 15 年法第 57 号、その後の改正を含む、以下同じ）、これに

関連する法令、条例及び規則、ガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護するものとする。

なお、本会則において「個人情報」とは、個人情報保護法第 2 条第 1 項記載の意味を有す

る。  

5．TCVB は、TCVB の活動等を会員に案内する場合にメールアドレス等の会員情報を利用

できるものとする。  

6. 個人情報を取扱う者は、当該個人情報の取得、使用等につき「個人情報の保護に関する法

律」、これに関連する法令、条例及び規則、ガイドラインを遵守するものとする。  

7.被開示者は、本会の存続期間満了または終了の後ただちに、秘密情報（複製を含む）もし

くは委託または提供を受けた個人情報に関する全ての資料を開示者の指示により返却、消去



または廃棄するものとする。ただし、TCVB は会員情報について、会員の退会または本会の

終了後 1 年間保有するものとする。  

8.本条の規定は、本会の存続期間終了後も有効とする。  

  

第 11 条（会員の義務）  

1.会員は、本会に参加している事実を悪用する等、TCVB または他の会員の名誉、信用を傷

付けるような行為を行ってはならない。  

2.本会のセミナーや会合等への参加は、会員の役員または従業員に限るものとし、会員は、

子会社や関連会社に属する者を本会に参加させたり、本会で得た情報の共有や漏洩を行った

りしてはならない。  

3.会員は、第１条に定める当会の目的に対して参画又は協力に応じなければならない。 

4.会員は、TCVB が本事務局を通じて TLA に関する活動状況報告を依頼した場合、速やかに

報告するものとする。  

5.会員は、事務局から発せられるアンケート(年度内 1 回程度、年度末に実施）に必ず回答を

するものとする。 

6.会員は、会合(年度内 3 回程度実施)に対して実施回数の半数以上に参加するものとする。

ただし、本事務局の都合により会合に半数以上参加できない場合は TLA が実施するその他

の活動（視察等）に参加するものとする。 

 

第 12 条（損害賠償責任）  

1.本会の運営に関し、会員または TCVB の責めに帰すべき事由により相手方が損害を受けた

場合、当該会員または TCVB は、相手方に対しその損害を賠償するものとする。  

2.本会に関連し生じた損害賠償額は会員及び TCVB と相手方との協議により定める。  

  

第 13 条（第三者への損害賠償責任）  

1.本会の運営に関し、TCVB が違法行為または第三者の権利を侵害したことにより第三者に

損害を発生させた場合、TCVB の責に帰すべき事由により生じたものについては TCVB が

その責任において解決する。  

2.前項の規定にかかわらず、TCVB の違法行為または第三者の権利の侵害が、会員の指示を

原因として生じた場合、会員の責に帰すべき事由により発生した場合は、会員がその責任に

おいて一切を処理するものとする。  

  

第 14 条（TCVB の責任範囲）  

1.TCVB は、本会を運営するにつき、本会則および強行法規に定める以外に何らの責任を負

わないものとする。  

2.会員間での直接商談、取引ないし契約は、当該会員が自己の名義・計算で行うものとし、



TCVB はなんらの保証または責任を負うものではなく、会員は当該商談、取引ないし契約の

不成立または不履行を事由に TCVB に対しクレーム等を一切行わないものとする。  

3.本会の運営に付随して、TCVB より提供された資料、新規著作物、助言等は、提供時点で

入手可能な情報および経済、市場、その他の状況に基づくが、今後の状況の変化により、そ

れらの結果が影響を受ける可能性があり、TCVB は当該結果を修正、変更ないし補足する義

務を負わないものとする。また、TCVB は、会員がそれらを利用した結果について法的な義

務および責任を負わないものとする。  

4.TCVB は、ネットワーク機器・回線等の故障、停止、停電、保守作業、天災、騒乱等の不

可抗力その他 TCVB の支配の及ばない事由により本会の全部または一部の中断、中止、 

遅延が生じた場合、これについて法的な義務および責任を負わないものとする。  

  

第 15 条（退会）  

会員は、原則として、退会届の提出により退会することができるものとする。退会後又は次

条により会員資格が取り消された場合であっても、第 8 条乃至第 10 条、第 14 条、第 18 条

および第 19 条の規定は適用されるものとする。  

 

第 16 条（警告） 

当財団及び本事務局は、次の各号の一に該当する会員に対して警告を行うことができるもの

とする。 

(1)会員が、第 11 条３項から同条 6 項に定める義務を履行しないとき。 

(2)会員が、第１条に定める当会の企画に対する参画又は協力を怠り、改善がみられないとき。 

 

 第 17 条（会員資格の有効期間）  

1.会員資格の有効期間は、第 4 条 1 項に基づく登録承認日から、退会した場合を除き本会の

存続期間とする。  

2.TCVB は、会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員に通知の上直ちに本会の会員資

格を取り消し、退会させることができるものとする。  

(1)本会則に違反したとき。ただし、第 11 条３項から同条 6 項に定める義務違反の場合は、

当該会員の初回加盟時から通算して２回認められたとき。 

(2)重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき。  

(3)会員、その役員、従業員、親会社、子会社、関連会社が暴力団等反社会的勢力と関係があ

ることが判明したとき。  

(4)TCVB に届出た情報の全部または一部が真実と異なることが判明したときまたは表明し

た事実の重要部分が真実と異なることが判明したとき。  

(5)会員が登録した情報に基づく TCVB と会員との連絡が 2 ヶ月間、不可能なとき。  

(6)事業撤退や業態変更などにより、会員の事業内容が TCVB に届出た時点の情報から著し



く変わったことが判明したとき。 

(7)その他、本会の運営にあたって重大な支障が生じると認められたとき。  

  

第 18 条（本会則の変更）  

TCVB は、本会則を適宜変更できるものとする。本会則を変更したときは、TCVB はすみや

かに、会員に対し当該変更を通知する。  

  

第 19 条（管轄裁判所）  

本会則に関する紛争解決のための専属的第一審管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。  

  

第 20 条（疑義の解決）  

本会則に定めのない事項または疑義を生じた事項については、その都度会員と TCVB の間で

協議し、誠意をもって解決するものとする。  

  

附則 

本会則は、令和 3 年 8 月 1 日から施行する。  

本会則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。  

 


